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◇◆◇コンテンツ◇◆◇  

１ 令和７年東京都人事委員会勧告に伴う令和８年度版「東社協参考人事給与制度」の主な内容 

２ 令和６年度社会福祉施設・事業者等に対する指導検査結果（東京都） 

 

１ 令和７年東京都人事委員会勧告に伴う令和８年度版「東社協参考人事給与制度」

の主な内容 

(1) 令和７年【東京都】人事委員会勧告の内容（令和７年 10月） 

○例月給、特別給ともに４年連続の引上げ改定  

① 例月給  

・公民較差（13,580 円、3.24％）解消のため、給料表を職級によりメリハリをつけた上で全級全号

給引上げ改定  

・人材確保の観点から、初任給を大幅に引き上げるなど、若年層に重点 

・管理職について、全体の平均改定率を上回る重点的な引上げ、監督職も職責に応じた処遇の強化

による引上げ改定 

② 特別給（賞与）  

・年間支給月数を 0.05 月分（4.85 月→4.90 月）引上げ 

③ 実施時期  

・給料表及び初任給調整手当の引上げは、令和７年４月に遡及して実施  

・特別給の引上げは、令和７年 12月支給の期末・勤勉手当から実施 

〔参考〕東京都での賞与支給月数 

 令和７年東京都人事委員会勧告 

期末手当 勤勉手当 計 

6 月 1.25 1.175 2.425 

12 月 1.275 1.20 2.475 

計 2.525 2.375 4.90 

 
※令和 7 年の人事委員会勧告では、令和 7 年 12 月に支給する期末手当の支給月数を 1.275 月分（0.025 月分引上
げ）、勤勉手当の支給月数を 1.20 月分（0.025 月分引上げ）とし、期末手当の年間支給月数を 2.525月分、勤勉
手当の年間支給月数を 2.375月分とすることを示しています。 

※ただし、東京都では賞与のうち、勤勉手当において成績率を導入しており、業績評価における評定によって支給
月数が異なります。 

 

（２）令和８年度版「東社協参考人事給与制度」 

上記の令和７年東京都人事委員会勧告を準用して、令和８年度版「東社協参考人事給与制度」は次の通りとな

ります。 

 

  

 

 

 令和８年の賞与支給月数 

期末手当 勤勉手当 計 

6 月 1.2625 1.1875 2.450 

12 月 1.2625 1.1875 2.450 

計 2.525  2.375  4.90 

① 給料月額の改定に伴う、東社協参考給料表の改定 

② 東社協の独自の基準による１級（Ａ～Ｃ表）の存置（平成 22年度版より実施） 

③ 東社協の独自の基準による４級（Ａ～Ｃ表）〔管理職〕・５級（Ａ表）〔施設長〕の存置（平成 27年

度版より実施） 

東社協福祉施設経営相談室だより №183（全２枚） 令和7年12月23日 
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※令和７年東京都人事委員会勧告では、公民較差解消のため、給料表を引上げ改定しています。特に初任給をはじめ、

初任層が使用する号給は前年と比較して大幅に引き上げられています。そのため、令和８年度版東社協参考給料表

の給料月額も大幅に増額となっていますので、各法人・施設の財政状況を勘案した上で、本給料表を参考に各自調

整をしてください。なお、令和８年 4 月 1 日より実施予定として、課長級の給料表、管理職手当の見直し等も勧告

していますが、本参考給料表では反映していません。 

※東社協参考給料表は東京都職員給料表をベースにして作成したものです。処遇改善手当については勘案されていま

せんのでご注意ください。 

≪参照先≫ 東社協ホームページ 

令和８年度版 東社協参考人事給与制度 https://www.tcsw.tvac.or.jp/keiei/index.html#chousa 

  東社協ＨＰ>目的からさがす > 福祉現場に向けた取組 > ２.福祉施設・事業所の経営相談、経営支援 

>３.調査研究等  > ◆令和 8年度版東社協参考人事給与制度について 

 ※平成 31 年度より、ホームページの掲載のみとしております。 

 

２ 令和６年度社会福祉施設・事業者等に対する指導検査結果（東京都） 

東京都では、令和６年度の社会福祉施設・事業者等及び保険医療機関等に対する指導検査結果をとりまと

め、福祉局ホームページに掲載しました。本報告書では、社会福祉法人・施設等の種別ごとに指導検査におい

て指摘の多かった事項等のほか、不正や権利侵害に対する監査等の実施状況や主な処分等の事例、令和７年度の

指導検査実施方針を記載しています。 

【令和６年度指導検査報告書】 

https://www.fukushi.metro.tokyo.lg.jp/kiban/shidoukensa/shidoukensahoukokusyo/r6houkokusyo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

◎ 令和７年度社会福祉法人・施設 会計実務研修会「決算編」（動画視聴型ウェブ

研修）【好評受付中】 

今夏に開催した「基礎編」研修に続き、本「決算編」研修においても、令和２年から令和７年３月までの

会計関係行政指導通知の改正等を踏まえ、５年ぶりにテキストを改訂するとともに、新たに研修動画も収録

いたしました。令和８年１月７日（水）１０時～3 月 31 日（火）１７時までの長期間の視聴期間で、疑問

点などをいつでも何度でも視聴できます。あわせて、法人役職員や施設長・事務長等を対象に、経営に役立

つプログラムも配信しています。 

申込期限：令和７年１２月２６日（金）１７時 →令和８年１月２３日（金）17 時まで期限を延長 

詳細は⇒◆東社協 HP 会計実務研修会 https://www.tcsw.tvac.or.jp/keiei/index.html#shien 

  

東京都社会福祉協議会 経営相談 月曜～金曜 9～17 時／土日祝日・年末年始休み  

 東京都内の社会福祉法人・福祉施設の経営・運営に係る幅広い相談をお受け 

しております。相談内容に応じて、弁護士・公認会計士・社会保険労務士・ 

税理士がぞれぞれの専門分野の相談に応じます。 

東社協ホームページ内の「経営相談フォーム」または専用電話より、ご相談を 

受付しています。  

専用 TEL: 03-3268-7170(平日９時～1７時)  

東社協ＨＰ：https://www.tcsw.tvac.or.jp/keiei/index.html  

（東社協 HP→目的から探す福祉現場に向けた取組み→2.福祉施設・事業所の経営相談、経営支援→経営相談室） 
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